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生
ご
み
は
水
分
を
多
く
含
み
、
ご
み
の

重
量
を
増
や
す
だ
け
で
な
く
、
東
部
知
多

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
燃
焼
効
率
も
下
げ

ま
す
。
生
ご
み
を
捨
て
る
と
き
は
水
分
を

よ
く
切
っ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

生
ご
み
の
多
く
は
、
料
理
の
食
べ
残
し

で
す
。
食
べ
き
れ
る
分
だ
け
作
る
よ
う
に

す
る
こ
と
が
、
生
ご
み
減
量
の
基
本
で
す
。

　

野
菜
の
皮
や
茎
、
葉
な
ど
、
捨
て
て
し

ま
っ
て
い
た
部
分
や
、
残
っ
た
お
か
ず
を

利
用
し
た
メ
ニ
ュ
ー
を
工
夫
し
て
、
生
ご

み
の
減
量
に
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

　

町
で
は
、
生
ご
み
の
減
量
化
と
有
効
利

用
を
図
る
た
め
、
生
ご
み
の
堆
肥
化
装
置

（
生
ご
み
処
理
機
）
の
購
入
費
に
対
し
、

補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

環
境
衛
生
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
３
１
７
）

家
庭
か
ら
出
る
ご
み
の

　

約
三
分
の
一
が
生
ご
み
で
す

容器処理機

家庭から出たごみが搬入される東部知多クリーンセンター

東部知多クリーンセンターへ運ぶごみを収集する清掃車

　犬の散歩時に、フンの後始末をしない心ない飼い主により道路や公園、私有地にそのままフンが放置されている
という苦情が多数寄せられています。
　犬の飼い主の方は、次のことに注意してください。

○ 散歩には、必ずフンの後始末ができる用意をして出掛け、飼い主が責任をもって持ち帰ってください。
○ 放し飼いは人に危害を与えたり、私有地を荒らしたりする危険性がありますので、絶対にしないでください。
○ 人に危害を加えないよう、安全な場所で飼ってください。
○ １日１回は必ず適度な運動をさせ、無駄ぼえをさせないようにしてください。
○ 鑑札・注射済票（金属プレート）は、首輪に付けてください。
○ 飼い主の承諾なく餌を与えないでください。

次の場合は、鑑札・注射済票を添えて届け出をしてください。
①  犬が死亡したときは、環境衛生課へ
②  犬の所在地、飼い主の住所、飼い主が変わったときは、犬の所在地の市区町村担当課へ

□問い合わせ先　環境衛生課　�（４８）１１１１（内３１７）
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